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■日 時 2017年（平成29年）６月１４日（水）１６：００～１６：５５ 反訳：株式会社 

■場 所 和泉市コミュニティーセンター４階中集会室 会議録研究所 

■出席者 

（敬称略）

（議席順）

[農業委員]     計（２３名） 

 1 川端 秀和   2   3 大谷 康之   4 西辻 達佳   5  

 6 井阪 正明   7 山千代重榮  8 髙橋 喜一   9 朝比奈信次  10 門林 楠三  

11 門林 良治  12 本田 豐 13 奥村 恭造  14 小林 茂雄  15 杉本 淳 

  17 末下 広幸  18 中林 幹夫  19 坂本 健治   20 辻畑 忠紹 

21 納家 勇 22 中塚 雅弘  23 田中 隆雄  24 式森 彦人  25 小野林洋治 

26 松山 爲一          

[欠席委員]     計（２名） 

 2 山﨑  5 杉本 秋夫       

 [欠員]        （１名） 

 16          

 [事務局]      計（４名） 

 飯坂 陽次   西川 秀士   谷上  昇  丸鳩 清乃    

■提出資料 議案書 

■議案 議案第１号 農地法第３条の規定による許可承認について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願承認について 

議案第６号 平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）に 

      ついて 

議案第７号 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知受理について 

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出の専決受理について 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出の専決受理について 

報告第４号 農地法の規定による許可取下届出確認について 

■議事内容 

事 務 局  それでは、ただいまから平成２９年６月の委員会総会を開催いたします。 

 開会に当たりまして、門林会長様、御挨拶をお願いいたします。 

会 長  （時節の挨拶） 

 それでは、本日の出席委員数につきまして事務局から報告願います。 

事 務 局  事務局の西川でございます。 

 本日の委員会に出席されております委員さんは２３名でございます。 
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 欠席の旨、連絡のありました委員さんは、２番、山﨑委員さん、５番、杉本秋夫委

員さんでございます。 

 したがいまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、本委員

会総会が成立しておりますことを御報告いたします。 

 それでは、門林会長、議事進行、よろしくお願いいたします。 

会 長  それでは最初に、本日の議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

 ２３番、田中隆雄委員さん、２４番、式森彦人委員さんの御両名にお願いいたしま

す。 

（両委員の承諾あり） 

 それでは、ただいまから平成２９年６月の総会を開催いたします。 

 本日の議事日程につきましては、議案書１ページのとおりでございます。 

 最初に、議案第１号 農地法第３条の規定による許可承認について、農地所有権移

転２件に関する御審議をお願いいたします。 

 まず、１号、黒石町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書３ページ、第１号について御説明申し上げます。 

 物件は、黒石町で、地目は田、１筆、面積は、１，７６１平方メートルでございま

す。 

 譲渡人、譲受人、経営面積、年齢、人員、農地区分につきましては議案書のとおり

となっております。 

 申請地は水稲栽培されており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の登載はご

ざいませんでした。 

 また、申請地は譲受人の自宅から０．１Ｋｍ、徒歩で３分の距離に位置しておりま

す。 

 譲受人は、耕運機を保有しており、農業従事日数は９０日で、３年３耕作を行う旨

の誓約書が添付されております。 

 また、周辺地域との関係については、周辺には、工場や住宅があり、農薬の散布は

極力行わないようにするとのことです。 

 以上のことから、許可要件の全てを満たしていると考えられます。 

 以上が、第１号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 黒石町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ ２ 番  １２番、本田です。現地を確認して、譲渡人、譲受人の双方の申請内容について確

認したところ、間違いないとのことですので、よろしくお願いいたします。 

会 長  地区担当の本田委員さんから特に問題がないとの御報告がございましたが、ほかの

委員さんで御異議等ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、１号につきましては、原案どおり許可承認することと

いたします。 

 続きまして、２号、下宮町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書３ページ、第２号について御説明申し上げます。 

 物件は、下宮町で、地目は田、２筆、面積は合わせて、１，４９５平方メートルで

ございます。 

 譲渡人、譲受人、経営面積、年齢、人員、農地区分につきましては議案書のとおり

となっております。 

 また、申請地は遊休農地となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の

登載はございませんでした。 

 また、申請地は譲受人の自宅から０．０１キロメートル、徒歩で３分の距離に位置

しております。 

 譲受人は、田植え機等を保有しており、農業従事日数は２００日で、３年３耕作を

行う旨の誓約書が添付されております。 

 また、周辺地域との関係については、周辺農地の耕作に支障のないよう注意いたし

ます。農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますとのことです。 

 以上が、第２号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 下宮町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

２ １ 番  ２１番、納家です。現地を調査した上、双方に確認をとりましたところ申請どおり

特に問題ありませんでした。以上です。 

会 長  地区担当の納家委員さんから特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの委

員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、２号につきましては、原案どおり許可承認することと

いたします。 

 次に、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請承認について、農地を農地

以外の用途に転用１件に関する御審議をお願いいたします。 

 １号、平井町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の谷上でございます。 

 議案書５ページ、第１号について、御説明申し上げます。 

 物件は、平井町で、地目は田、１筆、面積は、３３６平方メートルでございます。 

 転用目的、申請人、転用施設物、耕作面積、農地区分、につきましては議案書のと
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おりとなっております。 

 また、農地基本台帳等を確認しても小作人の登載はございませんでした。 

 立地基準につきましては、市街地化の傾向が著しい区域に近接する農地の区域で、

その規模がおおむね１０ｈａ未満でありますので、２種農地と判断いたします。 

 転用目的は農家住宅で、申請人は、現在長男家族と居住している住宅が手狭にな

り、申請人夫婦が居住する分家を建てるものです。 

 申請人の所有地は全て市街化調整区域に位置しており、他に農家住宅に適した土地

がなく申請地を選定したとのことです。 

 行政庁の許認可として、開発行為に該当しない旨の証明が添付されているほか、水

利組合の同意書が添付されております。 

 以上が、第１号の申請内容となっておりますので、ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 平井町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ ２ 番  １２番、本田です。本人と現地で確認して申請内容について確認しております。間

違いないとのことです。よろしくお願いします。 

会 長  地区担当の本田委員さんから、特に問題がないとの御報告ございましたが、ほかの

委員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、１号につきましては、原案どおり承認することといた

します。 

 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認について、農地を農地

以外の用途に転用するため、これらの所有権移転２件に関する御審議をお願いいたし

ます。 

 １号、黒石町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の谷上でございます。 

 議案書７ページ、第１号について、御説明申し上げます。 

 物件は、黒石町で、地目は田、３筆、面積は合わせて、９７１平方メートルでござ

います。 

 転用目的、譲渡人、譲受人、転用施設物、耕作面積、農地区分、につきましては議

案書のとおりとなっております。 

 また、農地基本台帳を確認しても小作人の登載はございませんでした。 

 立地基準につきましては、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地であり、２種農地と判断いたします。 

 転用目的は露天駐車場で、譲受人は申請地の近隣で株式会社を営んでおり従業員駐

車場として利用していた駐車場との契約が切れ、急遽４０台分の駐車場を確保する必

要があります、当該地は中山間地域に位置し市街地からも離れており、申請地以外の
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土地では事業の目的を達成することができないため申請地を転用するものでありま

す。 

 行政庁の許認可として、開発に該当しない旨の証明書が添付されているほか、水利

組合の同意書が添付されております。 

 以上が、第１号の申請内容となっておりますので、御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 黒石町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ ２ 番  １２番、本田です。現地を確認して、譲渡人、譲受人の双方の申請内容について確

認したところ、申請どおりで間違いありませんとのことですのでよろしくお願いしま

す。 

会 長  地区担当の本田委員さんから特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの委

員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、１号につきましては、原案どおり承認することといた

します。 

 続きまして２号、池田下町の物件です。 

 事務局から説明お願いいたします。 

事 務 局  事務局の谷上でございます。 

 議案書７ページ、第２号について、御説明申し上げます。 

 物件は、池田下町で、地目は畑、４筆、面積は合わせて、１，２４３平方メートル

でございます。 

 転用目的、譲渡人、譲受人、転用施設物、耕作面積、農地区分、につきましては議

案書のとおりとなっております。 

 また、農地基本台帳を確認しても小作人の登載はございませんでした。 

 立地基準につきましては、市街地化の傾向が著しい区域に近接する農地の区域で、

その規模がおおむね１０ｈａ未満でありますので、２種農地と判断いたします。 

 転用目的は露天資材置場で、譲受人は、土木建築工事の請負業を営んでおり大阪南

部地域での現場の増加により、現在使用しております資材置場が手狭になり、ブロッ

ク、足場板等の資材置場が必要になりました。 

 農地以外で探していましたが、申請地は周辺に農地や住宅もなく、交通の便もいい

ため、申請地以外の土地では事業の目的を達成することができないと判断し申請地を

転用するものであります。 

 行政庁の許認可として、開発に該当しない旨の証明書が添付されております。 

 以上が、第２号の申請内容となっておりますので、御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 池田下町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 
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１ ４ 番  １４番、小林です。現地を確認し、双方について、申請内容について調べましたと

ころ、譲渡人、譲受人ともに問題はないということですので、よろしく審議のほどお

願いします。 

会 長  地区担当の小林委員さんから特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの委

員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、２号につきましては、原案どおり承認することといた

します。 

 次に、議案第４号 農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法

（昭和５５年法第６５号）第１８条の規定による農用地利用集積計画９件に関する御

審議をお願いいたします。 

 １号、小田町の物件でございます。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書９ページ、第１号について御説明申し上げます。 

 物件は小田町で、地目は田、１筆、面積は、１，０５７平方メートルでございま

す。 

 貸し手、借り手、設定する利用権、借り手の経営面積、新規・継続の別、農地区分

につきましては、議案書のとおりとなっております。 

 申請地は、水稲栽培となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の登載

はございませんでした。 

 以上が、第１号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 小田町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ 番  １番、川端です。現地確認し、貸し手、借り手、双方に確認したところ申請書どお

り間違いないとのことですので、問題ないと思われます。 

会 長  地区担当の川端委員さんから特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの委

員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、１号につきましては、原案どおり決定することといた

します。 

 次に、２号浦田町、３号浦田町、４号浦田町の物件につきましては、関連性がござ

いますので一括御審議のほう、お願いいたします。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書９ページ、第２号から第４号について関連があることから一括で御説明申し

上げます。 
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 物件は浦田町で、第２号 地目は田、４筆、面積は合わせて２，４８３平方メート

ル、第３号 地目は田、１筆、面積は、１，６８２平方メートル、第４号 地目は

田、２筆で、面積は合わせて２，００５平方メートルでございます。 

 貸し手、借り手、設定する利用権、借り手の経営面積、新規・継続の別、農地区分

につきましては、議案書のとおりとなっております。 

 申請地は、野菜栽培・水稲栽培となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小

作人の登載はございませんでした。 

 以上が、第２号から第４号の申請内容となっておりますので御審議をよろしくお願

いいたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 浦田町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ １ 番  １１番、門林です。貸し手借り手に確認いたしました。内容は事務局説明のとおり

で、耕作意思もございますので、問題ないというふうに考えます。以上です。 

会 長  地区担当の門林委員さんから特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの委

員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、２号、３号、４号につきましては、原案どおり決定す

ることといたします。 

 次に、５号、小野田町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書９ページ、第５号について、御説明申し上げます。 

 物件は小野田町、地目は畑、１筆、面積は、９６５平方メートルでございます。 

 貸し手、借り手、設定する利用権、借り手の経営面積、新規・継続の別、農地区分

につきましては、議案書のとおりとなっております。 

 申請地は、野菜栽培となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の登載

はございませんでした。 

 以上が、第５号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 小野田町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

２ ５ 番  ２５番、小野林です。貸し手借り手ともに電話確認したところ、円満に話が進んで

いるということです。これは継続条件で、別に問題がないと思います。また、現地も

見てきましたがトウモロコシを栽培して、きれいにつくっております。問題ないと思

います。 

会 長  地区担当の小野林委員さんから、特に問題ないとの御報告がございましたが、ほか

の委員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 
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 御異議がないようですので、５号につきましては、原案どおり決定することといた

します。 

 次に、６号、東阪本町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書１０ページ、第６号について、御説明申し上げます。 

 物件は東阪本町で、地目は田、１筆、面積は、２，８６３平方メートルでございま

す。 

 貸し手、借り手、設定する利用権、借り手の経営面積、新規・継続の別、農地区分

につきましては、議案書のとおりとなっております。 

 申請地は、水稲栽培となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の登載

はございませんでした。 

 以上が、第６号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 東阪本町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ ５ 番  １５番、杉本です。過日、現地を確認し、貸し手及び借り手、それぞれに確認しま

したところ、双方とも申請に間違いがないとの回答をいただきましたので、本件につ

きましては、申請を受理するについて何ら支障ないと思われますので、よろしく御審

議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 

会 長  地区担当の杉本委員さんから、特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの

委員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、６号につきましては、原案どおり決定することといた

します。 

 次に、７号、観音寺町、８号、観音寺町の物件につきましては、関連性がございま

すので一括して御審議をお願いいたします。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書１０ページ、第７号、第８号について関連がございますので一括で御説明さ

せていただきます。 

 物件は観音寺町で、第７号 地目は田、１筆、面積は、１，１６０平方メートル、

第８号 地目は田、１筆、面積は、９８７平方メートルでございます。 

 貸し手・借り手、設定する利用権、借り手の経営面積、新規・継続の別、農地区分

につきましては、議案書のとおりとなっております。 

 申請地は、水稲栽培となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の登載

はございませんでした。 

 以上が、第７号・第８号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願
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いいたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 観音寺町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

３ 番  ３番、大谷でございます。貸し手は兄弟でございまして、継続でございますので、

そのままでかっていただくことで、相手の方のほうも、貸していただくということで

承認を得ておりますので、よろしくお願いいたします。 

会 長  地区担当の大谷委員さんから、特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの

委員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、７号、８号につきましては、原案どおり決定すること

といたします。 

 次に、９号、善正町の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 

 議案書１０ページ、第９号について、御説明申し上げます。 

 物件は善正町で、地目は田、６筆、面積は合わせて、１，９７７平方メートルでご

ざいます。 

 貸し手、借り手、設定する利用権、借り手の経営面積、新規・継続の別、農地区分

につきましては、議案書のとおりとなっております。 

 申請地は、水稲栽培となっており、農地基本台帳等を確認した結果、小作人の登載

はございませんでした。 

 以上が、第９号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 善正町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

１ ９ 番  １９番、坂本です。貸し手、借り手、また現地を確認したところ、何も問題ござい

ませんでした。御審議よろしくお願いします。 

会 長  地区担当の坂本委員さんから、特に問題ないとの御報告がございましたが、ほかの

委員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、９号につきましては、原案どおり決定することといた

します。  

 次に、議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願承認について、租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第７０条の６第１項の規定の適用を受けるた

め、適格者証明願１件に関する御審議をお願いいたします。 

 １号、葛の葉町一丁目の物件です。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の丸鳩でございます。 
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 議案書１２ページ、第１号について御説明申し上げます。 

 物件は、葛の葉町一丁目で、地目は田、１筆、面積は、９８５平方メートルでござ

います。 

 被相続人、相続人、被相続人との関係、相続開始年月日、農地区分については、議

案書のとおりとなっております。 

 また、担当委員さんと現地調査を行いましたところ、水稲栽培されておりました。 

 以上が、第１号の申請内容となっておりますので、御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 葛の葉町の地区担当委員さんから、調査結果の御報告をお願いいたします。 

７ 番  ７番、山千代でございます。５月２２日に、事務局同行の上、現地確認いたしまし

た。特段、問題はございません。よろしくお願いします。 

会 長  地区担当の山千代委員さんから、特に問題ないとの御報告がございましたが、ほか

の委員さんで御異議等ございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、１号につきましては、原案どおり承認することといた

します。  

 次に、議案第６号 平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）について、平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の公表

に関する御審議をお願いいたします。 

 事務局から説明お願いします。 

事 務 局  事務局の谷上でございます。 

 平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、説明

させていただきます。 

 こちらは、昨年の活動計画の実績報告に当たるもので、この案件につきましては５

月運営委員会にて諮らせていただいた案件でございます。 

 議案書１４ページをごらんください。 

 Ⅰ、農業委員会の状況（平成２８年４月１日現在） 

 １、農業の概要及び２、農業委員会の現在の体制につきましては、昨年の活動計画

の内容を記載してございます。 

 １５ページをごらんください。 

 Ⅱ、担い手への農地の利用集積・集約化。 

 １、現状及び課題につきましては昨年の活動計画の内容を記載してございます。 

 ２、平成２８年度の目標及び実績につきましては、集積目標３ｈａに対しまして集

積実績が９．２ｈａ、うち新規実績は４．９ｈａ、達成状況は３０７％でございま

す。 

 ３、目標の達成に向けた活動につきましては、活動計画に対し活動実績は計画どお

りとしております。 
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 ４、目標及び活動に対する評価につきましては、目標に対する評価は、過去の実績

を勘案し有効な計画である。活動に対する評価は、成果が見える活動が実施できたと

しております。 

 １６ページをごらんください。 

 Ⅲ、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進。 

 １、現状及び課題につきましては昨年の活動計画の内容を記載してございます。 

 ２、平成２８年度の目標及び実績につきましては、参入目標１経営体に対しまして

参入実績が４経営体、達成状況は４００％、参入目標面積０．５ｈａに対しまして参

入実績面積０．９ｈａ、達成状況は１８０％となっております。 

 ３、目標の達成に向けた活動につきましては、活動計画に対し活動実績としては就

農計画、補助金関係の指導補助等としております。 

 ４、目標及び活動に対する評価につきましては、目標に対する評価は、過去の実績

を勘案し妥当な計画である。活動に対する評価は、計画に対し十分な実績が得られた

としております。 

 １７ページをごらんください。 

 Ⅳ、遊休農地に関する措置に関する評価。 

 １、現状及び課題につきましては昨年の活動計画の内容を記載してございます。 

 ２、平成２８年度の目標及び実績につきましては、解消目標１ｈａに対しまして解

消実績が４ｈａ、達成状況は４００％となっております。 

 ３、２の目標の達成に向けた活動につきましては、活動計画は記載のとおりであり

ます。活動実績、農地の利用状況調査は調査員数３１人、調査実施時期８月、調査結

果取りまとめ時期は９月から１０月、農地の利用意向調査 調査実施時期は８月、調

査結果取りまとめ時期は２月から３月、その次に和泉市が利用意向調査を行っている

遊休農地は第３２条第１項１号の農地であり調査数は５０筆、２．７ｈａとなってお

ります。 

 ４、目標及び活動に対する評価につきましては、目標に対する評価は、過去の実績

を勘案し妥当な計画である。活動に対する評価は、目標に対し十分な実績が得られた

としております。 

 １８ページをごらんください。 

 Ⅴ、違反転用への適正な対応。 

 １、現状及び課題につきましては昨年の活動計画の内容を記載してございます。 

 ２、平成２８年度実績につきましては実績は２．１ｈａ、増減は０ｈａとなってお

ります。 

 ３、活動計画・実績及び評価につきましては活動計画及び活動実績は農地パトロー

ル、活動に対する評価は是正に取り組む必要がある。としております。 

 １９ページをごらんください。 

 Ⅵ、農地法等によりその権限に属された事務に関する点検。 

 １、農地法第３条に基づく許可事務。 
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 １年間の処理件数が２９件（前年度３３件）で、全て許可となっております。 

 事実関係の確認、実施状況は、申請のあった全件について、申請者等に対し事実関

係の確認を行うとともに、現地調査を実施しております。 

 総会等での審議、実施状況は、許可申請があった全件について法令適合の有無及び

申請者等への確認並びに現地調査の結果を報告し、審議に付しております。 

 申請者への審議結果の通知、実施状況は、許可した２９件全てにその旨を通知して

おります。 

 審議結果等の公表、実施状況は、審議内容を議事録にまとめ縦覧及びホームページ

で公表しております。 

 処理期間、実施状況は、申請書受理日から平均３０日でございます。 

 ２、農地転用に関する事務。 

 １年間の調整区域内での４・５条の転用処理件数は２２件（前年度３５件）となっ

ております。 

 事実関係の確認、実施状況は、申請のあった全件について、申請者等に対し事実関

係の確認を行うとともに、現地調査を実施しております。 

 総会等での審議、実施状況は、許可申請のあった全件について、法令適合の有無及

び申請者等への確認並びに現地調査結果を報告し、審議に付しております。 

 審議結果等の公表、実施状況は、審議内容を議事録にまとめ縦覧及びホームページ

で公表しております。 

 処理期間、実施状況は、申請書受理日から平均３０日でございます。 

 ２０ページをごらんください。 

 ３、農地所有適確法人からの報告への対応。 

 農地所有適確法人からの報告について、管内の農地所有適確法人数は、９法人で、

うち報告書の提出があったのは８法人、うち督促を行った法人は１法人、うち督促後

に提出したのは１法人となっております。 

 ４、情報の提供等。 

 賃借料情報の調査・提供、農地の権利移転等の状況把握、農地基本台帳の整備につ

いては、記載のとおりとなってございます。 

 ２１ページをごらんください。 

 Ⅶ、地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容。 

 農地利用最適化等に関する事務及び農地法等によりその権限に属された事務につき

ましては要望・意見及び対応内容はなしとなっております。 

 Ⅷ、事務の実施状況の公表等。 

 １、総会等の議事録の公表。 

 ２、農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出。 

 ３、活動計画の点検・評価の公表につきましては記載のとおりとなっております。 

 以上が、平成２８年度の目標及びこの達成に向けた活動の点検・評価で実績報告で

ございます。 
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 よろしくお願いいたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 これらに対する何か、質問、御意見等あればお願いいたします。特に質問、御意見

等はございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価につきましては、原案どおり公表することといたします。 

 次に、議案第７号、平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につ

いて、平成２９年度の目標及び達成に向けた活動計画の策定に関する御審議をお願い

いたします。 

 事務局から説明お願いいたします。 

事 務 局  事務局の谷上でございます。 

 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、説明させてい

ただきます。 

 この案件につきましても、５月運営委員会にて諮らせていただいた案件でございま

す。 

 ２３ページをごらんください。 

 Ⅰ、農業委員会の状況。 

 １、農家・農地等の概要につきましては、総農家数・自給的農家・販売農家数・農

業者数につきましては、２０１５年の農林業センサスの数字を記入しております。 

 次に、認定農業者は、農林課調査により、７６経営体、基本構想水準到達者、これ

は、市町村基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標水準に達している農

業者で認定農業者を除くと定義されておりますことから、ゼロ経営体、認定新規就農

者として７経営体、これは青年等就農計画制度とも呼ばれておるもので、新たに農業

経営に取り組もうとする青年等が自ら作成する就農計画を市が認定するもので、農林

課に確認しますと現在、中塚氏・小川氏・奥野氏・廣瀬氏・岩本氏・堀本氏・青山氏

の７名となっております。農業参入法人につきましては、農地所有適確法人として８

法人と一般法人として５法人で１３法人となっております。集落営農経営、これは、

集落を構成する全農家のうちおおむね過半の農家が参加し、農業生産過程における一

部または全部について共同化・統一化される政策活動と定義されており、農林課に確

認するとゼロとなってございます。 

 次に、農地面積については、それぞれの統計資料等に基づき記載してございます。 

 ２、農業委員会の現在の体制につきましても記載のとおりでございます。 

 ２４ページをごらんください。 

 Ⅱ、担い手への農地の利用集積・集約化。 

 １、現状及び課題につきましては、管内農地面積８７６ｈａ、これまでの集積面積

３２ｈａ、集積率は３．６５％となっております。これらの数値は、耕地及び作付面

積統計における耕地面積の数字を記載してございます。 



 

 

14

 課題としましては、農業従事者の減少、高齢化並びに農地の分散、所有面積の狭小

化、転用への期待感等、さまざまな事由により農地の集積が進みにくい状況にある。

としております。 

 ２、平成２９年度の目標及び活動計画につきましては、目標、集積面積３ｈａ、う

ち、新規集積面積１ｈａ、目標案設定の考え方としては、平成２３年度から２８年度

の目標値と集積状況から設定させていただきました。 

 活動計画案は、広報紙やホームページ等を活用し、農業経営基盤強化促進法による

利用権設定制度等の周知を行う、及び農地中間管理事業や農地利用集積円滑化事業等

を活用した担い手への利用集積を支援するとしております。 

 Ⅲ、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進。 

 １、現状及び課題につきましては２６年度・２７年度・２８年度の新規参入の状況

は記載のとおりでございます。 

 課題につきましては、新規参入者と何らかの理由で耕作できない農家所有農地との

結びつきに努め、今後とも、新規参入者の確保に努めていくとしてございます。 

 ２、平成２９年度の目標及び活動計画につきましては、参入目標２経営体で、面積

は１ｈａ、これは、２６年度から２８年度までの実績を勘案して策定しており、活動

計画は、農地中間管理機構との連携を密にして、情報共有を図っていくとしておりま

す。 

 ２５ページをごらんください。 

 Ⅳ、遊休農地に関する措置。 

 １、現状及び課題につきましては、管内の農地面積８８２．７ｈａ、遊休農地面積

６．７ｈａ、割合としては０．７６％となっております。 

 課題といたしましては、遊休農地を解消するため、効果的な解消策の検討を行うと

ともに、農業関係組織のより一層の連携強化が必要となるとしております。 

 ２、平成２９年度の目標及び活動計画。 

 目標、遊休農地の解消面積１ｈａ。目標案設定の考え方、平成２３年度から２８年

度の目標値と解消状況から設定をいたしました。 

 活動計画、農地の利用状況の調査につきましては、調査員数３１人、これは農業委

員及び農地利用最適化推進委員２６人と職員５人を計上させていただいております。

調査実施時期として８月から９月、調査結果取りまとめの時期といたしましては９月

から１０月、調査方法といたしましては農地パトロールによる。 

 農地の利用意向調査は１１月に実施、調査結果の取りまとめを翌年２月から３月、

その他として、遊休農地への指導については、随時実施としております。 

 Ⅴ、違反転用への適正な対応。 

 １、現状及び課題につきましては、現状、管内の農地面積８７６ｈａ、違反転用面

積２．１ｈａとなっております。 

 課題は、農業者等への周知に努めるとともに、農地パトロールによる監視活動に努

めるとしています。 
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 ２、平成２９年度の活動計画につきましては農地パトロールとしております。 

 以上が、本市農業委員会の平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画案で

ございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

 これらに対する何か、質問、御意見等あればお願いいたします。特に質問、御意見

等はございませんか。 

（異議なしの声） 

 御異議がないようですので、平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計につ

きましては、原案どおり公表するものといたします。 

 以上で、議案の審議が終了いたしました。 

 次に報告事項に入ります。 

 ２６ページ、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知受理につい

て、農地の賃貸借解約１件に関する通知を受理したので、ご報告いたします。 

２７ページをご参照ください。 

次に、報告第２号 農地法第４条第１項第７号による届出の先決受理について、農

地を農地以外の用途に転用２件を専決により受理したので、ご報告いたします。 

２９ページをご参照ください。 

次に、報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出の専決受理につい

て、農地を農地以外の用途に転用するため、これらの所有権移転２件を専決により受

理したので、ご報告いたします。 

３１ページをご参照ください。 

次に、報告第５号 農地法の規定による許可取下届出確認について、許可取下届１

件に関する届出を受理したので、ご報告いたします。 

３３ページをご参照ください。 

移譲で議案ならびに報告事項の全てが終了いたしましたが、総括的に何か御質問等

ございませんか。 

（質問となし） 

 ないようですので、以上をもちまして６月の総会を閉会させていただきます。 
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閉会時間 １６時５５分 

 上記会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するためにここに署名する。 

  

  会 長 

 

 

 

  委 員 

 

 

 

  委 員 

 

 

 

 


